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専門委員選考委員会の設置について（案） 

 
【第２期の状況】 
 

○ 国立大学教育研究評価委員会専門委員（達成状況判定会議、現況分析部会、

研究業績水準判定組織）の委嘱に当たり、各推薦依頼団体による被推薦者か

ら専門委員候補者を選考するため、国立大学教育研究評価委員会に専門委員

選考委員会を設置していた。 

○ 専門委員選考委員会の設置については、「国立大学教育研究評価委員会専門

委員の選考方針について」において定めていた。 

 

「国立大学教育研究評価委員会専門委員の選考方針について（申合せ）」 

（国立大学教育研究評価委員会 平成 28年５月 20日最終改正 抜粋） 

2) 専門委員候補者の選出を効率的かつ円滑に進めるため、評価委員会の中に、

専門委員選考委員会（以下「選考委員会」という。）を設置する。 
 

① 選考委員会の委員の選出等 

・ 選考委員会の委員については、評価委員会委員及び機構の教員の中から、

評価委員会委員長が指名する。 

   また、評価委員会委員長が必要と認めた場合、上記以外の者若干名を選

考委員会委員として加えることができる。 

・ 選考委員会には委員長を置き、評価委員会委員長が指名する。 

 

○ 専門委員選考委員会の構成員は国立大学教育研究評価委員会委員から指名

され、当時、国立大学教育研究評価委員会ワーキンググループの構成員に専

門分野等を考慮した人数を加えていた。（別紙参考） 

 

 

【第３期における方向性】 

○ 国立大学教育研究評価委員会に設置する専門委員選考委員会の構成員

については、設置要項を設け（別紙１）、第２期と同様に本ワーキンググルー

プの構成員に専門分野等を配慮した専門委員（第２期評価者経験者、学系別

検討チーム主査等）を加えた、机上資料１のとおりとしてはどうか。

資 料 ５－３ 
国立大学教育研究評価委員会（第53回） 

平成 31年 3月 19日 
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国立大学教育研究委員会専門委員選考委員会設置要項（案） 

 

                                                                                 

平成  年  月  日  

国立大学教育研究評価委員会決定 

 

 

国立大学教育研究評価委員会（以下「評価委員会」という。）の下に、独立行政法人大学改革支援・

学位授与機構国立大学教育研究評価委員会規則第６条の規定及び「国立大学教育研究評価委員会専門

委員の選考方針について（申合せ）」の決定に基づき、専門委員選考委員会を以下のとおり設置する。 

 

１ 目的 

専門委員候補者の選出を効率的かつ円滑に進めるため、評価委員会の中に、専門委員  選考委員

会（以下「選考委員会」という。）を設置する。 

 

２ 構成員等 

① 選考委員会の委員の選出等 

○ 選考委員会の委員については、評価委員会委員、専門委員及び機構の教員（特任教員及び客員

教員を含む。）の中から、評価委員会の委員長が指名する。 

また、評価委員会の委員長が必要と認めた場合、上記以外の者若干名を委員として加えること

ができる。 

○ 選考委員会には委員長を置き、評価委員会の委員長が指名する。 

② 選考手続き 

○ 選考委員会では、専門委員候補者の選考を行い、その結果を評価委員会に報告するものとする。 

なお、やむを得ない理由があると認められる場合は、選考委員会の選考結果をもって評価委員

会の選考結果とすることができる。 

 

３ 議事 

○ 選考委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

○ 選考委員会は、構成員の過半数の出席をもって会議を開くことができる。 

 

４ 会議の扱い 

○ 選考委員会は、非公開とする。 

 

５ 設置期間 

２０２１年３月末日までとする。 

 

 

別紙１ 


